
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
象
条
文
一
覧
）

○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８

○
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10

○
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
17
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○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

略

第
一
章

略

第
二
章

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
等
（
第
二
条
―
第
六
条
の
十
三
）

第
二
章

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
等
（
第
二
条
―
第
六
条
の
十
二
）

第
三
章
～
第
六
章

略

第
三
章
～
第
六
章

略

附
則

附
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
奄
美
群
島
（
鹿
児
島
県
奄
美
市
及
び
大
島
郡
の
区
域
を
い
う

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
奄
美
群
島
（
鹿
児
島
県
名
瀬
市
及
び
大
島
郡
の
区
域
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
特
殊
事
情
に
か
ん
が
み
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
に
基

。
以
下
同
じ
。
）
の
特
殊
事
情
に
か
ん
が
み
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
に
基

づ
き
総
合
的
な
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
を

づ
き
総
合
的
な
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
事
業

推
進
す
る
等
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
基
礎
条
件
の
改
善
並
び
に

を
推
進
す
る
等
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
基
礎
条
件
の
改
善
並
び

地
理
的
及
び
自
然
的
特
性
に
即
し
た
奄
美
群
島
の
振
興
開
発
を
図
り
、
も
つ
て
奄
美

に
地
理
的
及
び
自
然
的
特
性
に
即
し
た
奄
美
群
島
の
振
興
開
発
を
図
り
、
も
つ
て
奄

群
島
の
自
立
的
発
展
並
び
に
そ
の
住
民
の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
に
資
す
る

美
群
島
の
自
立
的
発
展
並
び
に
そ
の
住
民
の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
に
資
す

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略
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三

雇
用
機
会
の
拡
充
、
職
業
能
力
の
開
発
そ
の
他
の
就
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項

四
～
十
四

略

三
～
十
三

略

十
五

奄
美
群
島
の
振
興
開
発
に
係
る
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、

事
業
者
、
住
民
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
以
下
単
に
「
特
定
非
営
利
活
動
法

人
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
間
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項

十
六

略

十
四

略

３

略

３

略

４

基
本
方
針
は
、
平
成
二
十
一
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成

４

基
本
方
針
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ

さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

略

５
～
７

略

（
振
興
開
発
計
画
）

（
振
興
開
発
計
画
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

振
興
開
発
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

振
興
開
発
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

略

一

略

二

雇
用
機
会
の
拡
充
、
職
業
能
力
の
開
発
そ
の
他
の
就
業
の
促
進
に
関
す
る
事
項

三
～
十
三

略

二
～
十
二

略

十
四

奄
美
群
島
の
振
興
開
発
に
係
る
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、

事
業
者
、
住
民
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
関
係
者
間
に
お
け
る
連
携
及

び
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項
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十
五

略

十
三

略

３

略

３

略

４

振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
二
十
一
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て

４

振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達

達
成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
９

略

５
～
９

略

（
就
業
の
促
進
）

第
六
条
の
六

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
奄
美
群
島
の
住
民
及
び
奄
美
群
島
へ
移
住

し
よ
う
と
す
る
者
の
奄
美
群
島
に
お
け
る
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
良
好
な
雇
用

機
会
の
拡
充
並
び
に
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
た
め
の
施
策
の
充
実

に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
流
通
の
円
滑
化
及
び
通
信
体
系
の
充
実
）

（
情
報
の
流
通
の
円
滑
化
及
び
通
信
体
系
の
充
実
）

第
六
条
の
七

略

第
六
条
の
六

略

（
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
）

（
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
）

第
六
条
の
八

略

第
六
条
の
七

略

（
教
育
の
充
実
等
）

（
教
育
の
充
実
等
）

第
六
条
の
九

略

第
六
条
の
八

略

（
地
域
文
化
の
振
興
等
）

（
地
域
文
化
の
振
興
等
）

第
六
条
の
十

略

第
六
条
の
九

略
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（
地
域
間
交
流
の
推
進
）

（
地
域
間
交
流
の
推
進
）

第
六
条
の
十
一

略

第
六
条
の
十

略

（
人
材
の
育
成
並
び
に
関
係
者
間
に
お
け
る
緊
密
な
連
携
及
び
協
力
の
確
保
）

（
人
材
の
育
成
）

第
六
条
の
十
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
つ

第
六
条
の
十
一

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
つ

つ
、
奄
美
群
島
の
魅
力
の
増
進
に
資
す
る
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
そ
の
担
い
手
と

つ
、
奄
美
群
島
の
魅
力
の
増
進
に
資
す
る
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
そ
の
担
い
手
と

な
る
人
材
の
育
成
並
び
に
奄
美
群
島
の
振
興
開
発
に
係
る
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島

な
る
人
材
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

振
興
開
発
基
金
、
事
業
者
、
住
民
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
関
係
者
間
に

お
け
る
緊
密
な
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る

。（
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
）

（
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
）

第
六
条
の
十
三

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
六
条
の
規

第
六
条
の
十
二

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ

定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
、
奄
美
群
島
内
に
お
い
て
製
造
の
事
業
、
観
光
関
連

れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

農
林
水
産
物
販
売
業
（
奄
美
群
島
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
又
は
当
該
農

、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

林
水
産
物
を
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
、
加
工
若
し
く
は
調
理
し
た
も
の
を

る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
同
条
の
規
定
に

店
舗
に
お
い
て
主
に
奄
美
群
島
以
外
の
地
域
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固

事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を

定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置

除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
若
し
く
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ

が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
に
対
す
る
も
の

の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
そ
の
事
業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土

に
あ
つ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
年
度
）
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
機
械
及
び
装
置
（

）
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る

製
造
の
事
業
又
は
観
光
関
連
農
林
水
産
物
販
売
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以

若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定

後
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度
）

資
産
税
を
課
さ
な
か
つ
た
場
合
若
し
く
は
奄
美
群
島
内
に
お
い
て
畜
産
業
、
水
産
業

に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

若
し
く
は
薪
炭
製
造
業
を
行
う
個
人
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
課

一

奄
美
群
島
内
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又

さ
な
か
つ
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一

は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
そ
の
事
業
に
係
る
建

の
課
税
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該

物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
そ
の

当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

事
業
に
係
る
機
械
及
び
装
置
（
ホ
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。

百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基

）
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る

準
財
政
収
入
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各

固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
。

年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減

イ

製
造
の
事
業

収
額
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
個
人

ロ

有
線
放
送
業
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
又
は
イ

の
行
う
畜
産
業
、
水
産
業
及
び
薪
炭
製
造
業
に
対
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
省

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
通
信
又
は

令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
年
度
）
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令
で

情
報
の
処
理
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
業
活
動
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の

る
も
の
を
行
う
業
種
を
い
う
。
）
に
属
す
る
事
業

当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に
お
い
て
行
わ
れ
た

ハ

ロ
に
規
定
す
る
業
種
以
外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
者
が
情
報
通
信
の
技
術
を

と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度
）
に
お
け
る
基
準
財
政
収

利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
商
品
又
は
役
務
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る

入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

事
業
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業

ニ

奄
美
群
島
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
又
は
当
該
農
林
水
産
物
を
原

料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
、
加
工
若
し
く
は
調
理
し
た
も
の
を
店
舗
に
お

い
て
主
に
奄
美
群
島
以
外
の
地
域
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業

ホ

旅
館
業
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）

二

奄
美
群
島
内
に
お
い
て
畜
産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
を
行
う
個
人
に
つ

い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
な
い
こ
と
。
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三

前
二
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
地
方
税
に
係

る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

（
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
十
六
条

理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
六
条

役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

（
通
則
法
の
特
例
）

（
通
則
法
の
特
例
）

第
二
十
六
条

基
金
に
お
け
る
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

第
二
十
六
条

基
金
に
お
け
る
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
三
年
以
上
五
年
以
下
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
年
」
と
す
る
。

は
、
同
項
中
「
三
年
以
上
五
年
以
下
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
年
六
月
」
と
す
る
。

２

基
金
の
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
最

初
の
事
業
年
度
の
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画
に
係
る
同
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
中
期
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
認
可
を

受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
」
と
す
る
。

３

略

２

略

附

則

附

則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

そ
の
効
力
を
失
う
。

２

こ
の
法
律
の
失
効
後
に
お
け
る
基
金
の
解
散
、
基
金
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
、

２

こ
の
法
律
の
失
効
後
に
お
け
る
基
金
の
解
散
、
基
金
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
、

平
成
二
十
五
年
度
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
の

の
基
金
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
並
び
に
基
金
に
係

基
金
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
並
び
に
基
金
に
係
る

る
通
則
法
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
六
十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
の
適

通
則
法
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
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用
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

定
め
る
。

３

振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
又
は
交
付
金
の
う

３

振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
又
は
交
付
金
の
う

ち
、
平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項

ち
、
平
成
二
十
一
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項

か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ

か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

の
効
力
を
有
す
る
。

４
～

略

４
～

略

１３

１３
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○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
長
期
借
入
金
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
）

（
長
期
借
入
金
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
）

第
二
十
条

略

第
二
十
条

略

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
主
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
基
金
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
基
金
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者

先
立
つ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

に
先
立
つ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

３
～
６

略

４
～
７

略

（
償
還
計
画
）

（
償
還
計
画
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
主
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
二
十
三
条

略

第
二
十
三
条

略

２

略

２

略

３

こ
の
章
及
び
基
金
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
省
は
、
国
土
交
通
省
及
び
財
務

省
と
す
る
。

３

略

４

略



- 9 -

附

則

附

則

１

略

１

略

２

こ
の
法
律
の
失
効
後
に
お
け
る
基
金
の
解
散
、
基
金
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
、

２

こ
の
法
律
の
失
効
後
に
お
け
る
基
金
の
解
散
、
基
金
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
、

平
成
二
十
五
年
度
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
の
基
金
に
係
る
通
則
法
第
四
章
の
規

平
成
二
十
五
年
度
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て

定
の
適
用
並
び
に
基
金
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
ま
で
、

の
基
金
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
並
び
に
基
金
に
係

第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別

る
通
則
法
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
六
十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
の
適

に
法
律
で
定
め
る
。

用
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

３
～

略

３
～

略

１３

１３
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○
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

略

一
～
十
一

略

十
二

小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
に
係
る
事
業
者
、
住
民
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法

人
（
以
下
単
に
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
間
に

お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

十
三

略

十
二

略

３

略

３

略

４

基
本
方
針
は
、
平
成
二
十
一
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成

４

基
本
方
針
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ

さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

略

５
～
７

略

（
振
興
開
発
計
画
）

（
振
興
開
発
計
画
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２

振
興
開
発
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

振
興
開
発
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

略

一
～
十

略

十
一

小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
に
係
る
事
業
者
、
住
民
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
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そ
の
他
の
関
係
者
間
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項

十
二

略

十
一

略

３

振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
二
十
一
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て

３

振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達

達
成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
８

略

４
～
８

略

（
人
材
の
育
成
並
び
に
関
係
者
間
に
お
け
る
緊
密
な
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
つ
い

（
人
材
の
育
成
に
つ
い
て
の
配
慮
）

て
の
配
慮
）

第
十
三
条
の
七

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
つ

第
十
三
条
の
七

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
つ

つ
、
小
笠
原
諸
島
の
魅
力
の
増
進
に
資
す
る
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
そ
の
担
い
手

つ
、
小
笠
原
諸
島
の
魅
力
の
増
進
に
資
す
る
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
そ
の
担
い
手

と
な
る
人
材
の
育
成
並
び
に
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
に
係
る
事
業
者
、
住
民
、
特

と
な
る
人
材
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
関
係
者
間
に
お
け
る
緊
密
な
連
携
及
び
協
力
の
確
保

に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

１

略

１

略

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

し
、
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
う
ち
平
成

し
、
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
う
ち
平
成

二
十
六
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
は
、
こ
の

二
十
一
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
は
、
こ
の

法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
～
５

略

３
～
５

略

（
こ
の
法
律
の
失
効
後
の
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
後
の
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
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６

帰
島
者
に
係
る
平
成
二
十
六
年
分
以
前
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

６

帰
島
者
に
係
る
平
成
二
十
一
年
分
以
前
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

律
の
失
効
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

律
の
失
効
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

略

７

略
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○
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

総
務
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

第
二
条

総
務
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

２

総
務
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
及
び
前
項
各
号
に

２

総
務
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
及
び
前
項
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
十
四
年
三
月
三

（
略
）

平
成
十
四
年
三
月

（
略
）

十
一
日

三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月

（
略
）

平
成
二
十
一
年
三

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
一
日

月
三
十
一
日

二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総

平
成
二
十
四
年
三
月

（
略
）

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

三
十
一
日

こ
と
。
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平
成
二
十
五
年
三
月

平
成
二
十
二
年
三

（
略
）

三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
六
年
三
月

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和

平
成
二
十
四
年
三

（
略
）

三
十
一
日

二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

月
三
十
一
日

奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

こ
と
。

月
三
十
一
日

平
成
二
十
七
年
三
月

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

三
十
一
日

月
三
十
一
日

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

略

３

略
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○
農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
・
２

略

１
・
２

略

３

農
林
水
産
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

３

農
林
水
産
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、

務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
二
年
三
月

（
略
）

平
成
二
十
一
年
三

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二

三
十
一
日

月
三
十
一
日

十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
の
奄
美
群
島
を
い

う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

平
成
二
十
四
年
三
月

（
略
）

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三

（
略
）

平
成
二
十
五
年
三
月

（
略
）

月
三
十
一
日

三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三

（
略
）

平
成
二
十
六
年
三
月

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭

月
三
十
一
日

三
十
一
日

和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
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す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

月
三
十
一
日

に
関
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
七
年
三
月

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

三
十
一
日

月
三
十
一
日

４

略

４

略
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○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

国
土
交
通
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ

第
二
条

国
土
交
通
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ

る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
二
年
三

（
略
）

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十

月
三
十
一
日

九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島

を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

平
成
二
十
四
年
三

（
略
）

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

月
三
十
一
日

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を

月
三
十
一
日

い
う
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の

平
成
二
十
一
年
三

経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二

月
三
十
一
日

十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
行
う
業
務
に
関
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群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な

す
る
こ
と
。

政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

置
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計

小
笠
原
諸
島
を
い
う
。
）
の
総
合
的
な
振
興
及
び
開
発
に
関

画
を
い
う
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政

す
る
こ
と
。

平
成
二
十
六
年
三

機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三

（
略
）

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
行
う
業
務
に

月
三
十
一
日

関
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
四
年
三

（
略
）

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭

月
三
十
一
日

和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
小
笠
原
諸
島
を
い
う
。
）
の
総
合
的
な
振
興
及
び
開

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

発
に
関
す
る
こ
と
。

月
三
十
一
日

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

２

略

２

略

（
審
議
会
等
の
設
置
の
特
例
）

（
審
議
会
等
の
設
置
の
特
例
）

第
四
条

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置

第
四
条

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
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法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
審
議
会

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
審
議
会

は
、
本
省
に
置
く
。

は
、
本
省
に
置
く
。

２

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

２

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
審
議
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
審
議
会

は
、
本
省
に
置
く
。

は
、
本
省
に
置
く
。


